
〇アスリート等及び⼤会関係者が東京⼤会本番及び東京⼤会開催に不可⽋な関連⼤会（合宿含む）に
出場等するために⼊国するケース
※アスリートとは、出場選⼿をいう。

アスリート等とは、アスリート及び、国際オリンピック/パラリンピック委員会（IOC/IPC）、国際競技連盟（IF）、各国オリンピック/パラリンピック委員会
（NOC/NPC）に属し、アスリートと⼀体となって⾏動する者をいう。（審判、指導者（監督、コーチ）、トレーナー、練習パートナー、キャディ、スタッフ、ド

クター、パラアスリート介助者 等）
アスリート等以外の⼤会関係者（以下、「⼤会関係者」という。）とは、主催者等（IOC、IPC、NOC、NPC、IF、マーケティングパートナー（MP）、要⼈
（※））、メディア（オリンピック放送機構（OBS）、放送権者（RHB）、報道各社（PRS））、⼤会スタッフ（職員、⼤会ボランティア、コントラクター）等
をいう。なお、上記区分については次ページ以降も適⽤とする。 ※要⼈については別途対応

（１）基本的な考え⽅
アスリート等や⼤会関係者が、⼊国後、国内で活動を⾏うにあたっては、安全・安⼼な⼤会運営を

確保するとともに、アスリートが最⾼のパフォーマンスを発揮できるようにするため、滞在先や移動
⼿段を限定する等の厳格な⾏動管理、健康管理、また、出国前検査や⼊国時検査に加え、定期的な検
査など、必要な防疫上の措置を講じる。特に国内在住者との接触を厳に回避する措置を講じる。

（２）防疫上の措置
①出国前

・ 出国前（96時間以内）に２回検査を受検。(出国前（72時間以内）の陰性証明を検疫⼜は⼊国審査時に提出)
・ ⼊国前14⽇間の健康モニタリングの提出を求める 等

②⼊国時
・ 空港において検査を受検(検査結果判明まで、指⽰した待機場所に留まる)

③⼊国後14⽇間
・ 全てのアスリート等・⼤会関係者は、⼊国後３⽇間は毎⽇検査を実施する。

（ア）アスリート等
・ アスリート等は、原則毎⽇検査を実施する。
・ 選⼿村への⼊村は出場する競技開始５⽇前からとし、競技終了後、２⽇後までに退去する。
・ ⽤務先を原則、宿泊施設、練習会場、競技会場に限定し、⾏動管理（注１）・健康管理（注２）

を⾏うとともに、⼊国初⽇からの練習を認める＊。
・ ⼊国後３⽇⽬の検査で陰性が確認されることを条件に、試合参加を認める。

（イ）⼤会関係者
ⅰ）原則、⼊国後14⽇間宿泊施設で待機する。
ⅱ）⼊国後14⽇以内に活動を開始しなければ、⼤会の運営に⽀障がある場合

・ ３⽇間の待機後、３⽇⽬の検査で陰性が確認されれば、国内在住者と接触しないこ
とを前提とした上で、（ａ）⽤務先を本邦活動計画書に記載された区域内（原則、宿泊
施設と勤務先）に限定し、⾏動管理（注１）・健康管理（注２）を⾏うこと、（ｂ）受⼊責任
者（組織委員会等）の監督のもと、⼊国⽇が異なる者同⼠や国内在住者との接触（注３）を
回避した活動に限ること、（ｃ）公共交通機関を使⽤しないこと（注４）、を条件として
⼊国後４⽇⽬以降の活動を認める。

・ 検査は、⼊国後４⽇⽬以降、必要な頻度で検査を⾏うとともに、14⽇⽬に実施。ただ
し、アスリートに⼀定の接触がある可能性のある者は、原則毎⽇検査を実施する。

ⅲ）⼊国後３⽇以内に活動を開始しなければ、⼤会の運営に⽀障がある場合
・ 上記（a）及び（c）に加え、受⼊責任者の厳格な監督のもと、⼊国⽇が異なる者同⼠や

国内在住者との接触（注３）を回避した活動に限ることを条件に、⼊国後直ちに、⾃室待機
を⾏うことなく活動することを認める。

・ 検査は、⼊国後４⽇⽬以降、必要な頻度で検査を⾏うとともに、14⽇⽬に実施。ただ
し、アスリートに⼀定の接触がある可能性のある者は、原則毎⽇検査を実施する。

＊ アスリート等におけるその他の措置については（イ）ⅱ）及びⅲ）の条件を適⽤。

Ⅰ．アスリート等・⼤会関係者の出⼊国に係る措置の在り⽅について
１．対象

２．対応

変異株等に対応した追加的な対策について（案）
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（注１）⾏動管理の内容
・ ⽤務先(競技会場、練習会場等)と移動⼿段等を記載した本邦活動計画書を事前に提出
・ ⾏動計画を遵守させる旨の誓約書を提出 等

（注２）健康管理の内容
・ アプリ等による健康状態の報告等
・ 感染疑いを把握し、⼜は陽性判明時に陽性登録を⾏うため、接触確認アプリを利⽤
・ 陽性者が判明した場合、さかのぼって⾏動を確認するため、地図アプリで位置情報保存

等

（注３）⼊国後14⽇以内における⼊国⽇が異なる者同⼠や国内在住者（※１）との接触の考え⽅
・ 活動区域外から⼊った国内在住者と接触する場合の感染防⽌策は、万全を期す必要があ

り、また、⼊国⽇が異なる者同⼠が接触した場合、14⽇間隔離の実効性が失われる。
そのため、⼊国者が守るべき基準（①１ｍ以内の接触を避ける②接触時間の限定③適正

なマスク着⽤）等（※２）を定め、区域内にいる者にその遵守を求めるとともに、受⼊責任
者が区域内の者の動向を監督する。

（※１）国内在住者等の取扱い
・ ⼊国者に常時帯同する受⼊責任者及び隔離対象者と同⼀空間で作業する国内在住者

等については、合流前14⽇間の健康フォローアップを実施し、本邦活動計画書に記載
された区域（以下「特定区域」という。）内で活動している期間は必要な⾏動管理・
健康管理を実施する。

・ 上記国内在住者等は、隔離対象者と⼀定の接触を⽣じ得ることから、必要な頻度で検
査を実施。

・ 特定区域から離脱後、14⽇間健康フォローアップを実施。

（※２）ただし、アスリートとの接触、⾷事やミーティングの場⾯等感染リスクが⼀定以
上⾒込まれる場においては、パーテーションの設置等さらなる感染防⽌措置を講じ
るものとする。

（注４）公共交通機関の利⽤
・ 公共交通機関の利⽤は原則認められない。
・ 全ての移動⼿段は、貸し切り（新幹線の⼀両借り、ハイヤー（※３）など）に限る。
・ ホストタウンや地⽅の競技会場等への移動など、航空機の利⽤がやむを得ない場合、他

の乗客との接触を厳に回避するため、チャーター機を利⽤することとし、それも難しい場
合には専⾨家の意⾒を聞いた上で、（ア）機内において、⼀定の区画をおさえて、他の乗
客と分離した形で搭乗すること、（イ）乗機・降機の際に他の乗客と空間的・時間的に分
離すること、（ウ）搭乗前⽇⼜は当⽇に検査を実施することなどを条件に定期便の利⽤を
認める。

・ ⼊国後14⽇間経過したアスリート等についても、特定区域にとどまる場合⼜は特定区域
に再度⼊る場合には、上記措置を適⽤。

（※３）特例制度に基づき、⼀定時間借り上げ、借り上げ前後は消毒するなど防疫措置を
講じたタクシーの転⽤を含む。

（３）実効性の担保
・ 受⼊責任者による管理
・ 誓約書、本邦活動計画書の事前提出
・ 誓約に違反した場合の措置等（14⽇間の待機措置、アクレディテーションはく奪等） 2



（１）アスリート等
・ 海外から来⽇するアスリート等については、⼊国後、事前キャンプ地、ホストタウン、選⼿
村において、原則毎⽇検査を実施する。
※ ⼊国後14⽇間経過したアスリート等については、特定区域にとどまる場合⼜は特定区域に再度⼊る場合には、原則毎⽇検査

を実施。

・ 国内在住のアスリート等は、選⼿村に⼊村する場合など特定区域で活動する場合には、来⽇
するアスリート等と同様、原則毎⽇検査を実施する。

・ 試合前検査の時期は、陽性が判明した場合の追加検査に要する時間を確保するなど、円滑な
競技運営を確保する観点から、各IFと個別に検査スケジュールを調整する。

（２）⼤会関係者
①海外から来⽇する⼤会関係者（⼊国後14⽇以内に活動する者）
・ アスリートに⼀定の接触がある可能性のある者は、原則毎⽇検査を実施する。
・ その他の者は、⼊国後３⽇⽬までの毎⽇検査の後、必要な頻度（４⽇⼜は７⽇に⼀度）で検

査を⾏うとともに、 14⽇⽬に検査を実施する。
※ ⼊国後14⽇間経過した⼤会関係者については、特定区域にとどまる場合⼜は特定区域に再度⼊る場合には必要な頻度で検
査を実施（特定区域への合流時、合流期間中必要な頻度（４⽇⼜は７⽇に⼀度）、離脱時。ただし、アスリートに⼀定の接触
がある可能性のある者は、原則毎⽇検査を実施）。

②国内在住の⼤会関係者（特定区域で活動する者）
・ アスリートに⼀定の接触がある可能性のある者は、原則毎⽇検査を実施する。
・ その他の者については、定期的に検査を実施（特定区域への合流時、合流期間中必要な頻度

（４⽇⼜は７⽇に⼀度）、離脱時）

Ⅱ．アスリート等を中⼼とする検査の在り⽅について

１．基本的な考え⽅

安全・安⼼な⼤会運営を確保するとともに、アスリートが最⾼のパフォーマンスを発揮できるよう
にするため、アスリート等については、原則毎⽇検査を⾏う。また、アスリートに⼀定の接触がある
可能性のある者は、原則毎⽇検査を⾏うとともに、⼤会関係者についても、必要な頻度で検査を⾏う。

３．検査⽅法及び進め⽅（アスリート等）
・ ⼊国後の検査は、唾液によるPCR検査、⼜は抗原定量検査を外部に委託して実施することを基本

とする。
・ 検査で陽性の結果が出た場合、偽陽性等の可能性等も考慮して複数の検体による再検査を実施し、

結果を確認する。
・ 検査の結果等により、陽性と判断された場合、保健衛⽣当局と連携し、直ちに感染拡⼤防⽌に必

要な措置を講ずる。
・ 選⼿村内において感染が疑われる者や、感染者との接触が認められる者については、選⼿村内

に検査分析設備を設置し、迅速に検査・診断を実施する。
・ 検査の⽇程については、あらかじめ予定表を作成する。
・ 検査結果について、速やかに把握・共有する体制を構築。
・ ホストタウン、選⼿村等において、地域の保健衛⽣機能に⽀障を来さないよう、必要な検査・

医療提供が可能となる体制を整備する。（選⼿村内の検体採取センター、検査分析設備の整備等）
※詳細は引き続きIOC/IPC、IF等と調整
※⼤会関係者については上記に準じて対応

２．検査の在り⽅
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（２）必要な対策
①無症状だが陽性判定が出たアスリートへの対応

無症状だが陽性判定が出たアスリートについては、複数の検体による再検査で陰性結果を得
た場合には出場を認めるなど、予め定められた⼿順に従って最終診断し、競技参加の可否を判
断する。

②「濃厚接触者」となったアスリートへの対応
（ア）動線分離の徹底

濃厚接触者となったアスリートについては、直ちに選⼿村や競技会場等の個室に移動するな
どの措置を講じ、その後もアスリートとの動線分離を徹底する。なお、その間の練習や競技参
加については（ウ）のとおり。

（イ）「濃厚接触者」の特定
IF等と協議し、競技ごとに練習・試合における濃厚接触の疑いとなり得る者について事前に

整理した上で、保健所⻑が濃厚接触者を特定するものとする。
（ウ）「濃厚接触者」の出場の可否

本邦活動計画書に記載された区域内にとどまることを前提に、例えば①毎⽇検査を⾏い陰性
であること、②ドクターに相談の上、当該アスリートの活動が認められれば練習を認め、加え
て事前にルールとして合意が得られ、他の出場者全体の了解等を得られていれば試合への出場
を認めることが考えられるが、保健当局と調整を図りつつ、これらの点も含め、組織委員会、
IOC/IPC、IF、NOC/NPCの医療関係者の関係、ルール・役割分担について、予め定めるもの
とする。

（１）基本的な考え⽅
〇 アスリートと地域の安全・安⼼を確保するためには、陽性者と判定されたアスリートについ

ては法令上求められる措置を講じるとともに、競技には出場させないこととする。なお、偽陽
性の可能性等を踏まえ、丁寧なプロセスとする必要。

〇 また、安全・安⼼な環境の下で競技を⾏うため、陽性者が判定され次第、迅速に濃厚接触者
を特定することが重要。

〇 上記はいずれもアスリートにとっても競技運営にとっても重要な点であることから、それぞ
れの判定⼿続き・プロセスを事前に明確に⽰し、IOC/IPC、IFを含めた関係者の合意の形成を
図ることとする。

４．アスリートに陽性者が判明した時の出場可否等について

※ 審判等、競技運営に不可⽋な競技スタッフ、パラリンピックの介助者についても上記と同様の取扱いとする。 4



★対象
●主催者等（IOC/IPC、NOC/NPC、IF、MPを想定。）
●要⼈（⾸脳級外国要⼈、閣僚級外国要⼈、国内要⼈を想定。）

※要⼈については、対応の在り⽅を別途検討。外国要⼈については出⼊国の取扱いを含む検討
や各国政府・在京⼤使館との連携が必要。

●メディア（オリンピック放送機構(OBS）、放送権者（RHB）、報道各社（PRS）を想定。）
※OBSが国際放送映像信号を作成。RHBが各国向けに放送・配信。PRSは報道。

●⼤会スタッフ
－職員（⼤会準備から本番まで⼀貫して関わる者が中⼼。）
－⼤会ボランティア

⁻ ⼤会直前から本番時に関わる者が中⼼。⼀部、テストイベントに参加する者もあり。
⁻ 海外在住者の中には、国内で確保が困難な競技に関する⾼度な専⾨知識や様々な国際⼤会の

経験を有する者等の専⾨的⼈材も含まれる。
－コントラクター

⁻ 国内外の受託事業者。受託業務内容は⼤会運営全般であり、多岐にわたる（例えば、会場運
営、警備、輸送、⾷事、清掃等）。

⁻ 海外在住者の中には、⼤会運営に不可⽋な者（例えば、競技計測、会場・仮設電源整備等に
従事する者）も含まれる。

★基本的な考え⽅、出⼊国
●「アスリート・⼤会関係者の出⼊国に係る措置の在り⽅について」の項を参照。

★検査
●「アスリート等を中⼼とする検査の在り⽅について」の項を参照。

★⼤会中の⾏動ルール
●⼊国後14⽇間の⽤務先を予め指定し、必要最⼩限とする。
●⽤務先として認める施設とそこへの移動⼿段には充分な防疫措置が実施されることが必要であり、

特に組織委員会以外の者の管理する施設や移動⼿段については防疫措置の担保策が重要。

★⽤務先
＜NOC/NPC＞
●競技会場、練習会場、事前キャンプ、ホストタウン、ハイパフォーマンスセンター、所属する

NOC/NPCの他のメンバーの宿泊施設（必要な防疫措置が取られている場合に限る）など
＜IF＞
●競技会場、練習会場、所属するIFの他のメンバーの宿泊施設（必要な防疫措置が取られている場

合に限る）など
＜MP＞
●競技会場、練習会場、ショーケーシング、所属組織の社屋（必要な防疫措置が取られている場合

に限る）など
＜IOC/IPC＞
●競技会場、練習会場、スポーツ仲裁裁判所（CAS）オフィスなど
＜OBS／RHB＞
●競技会場、練習会場、選⼿村（指定された取材エリアに限る）、ハイパフォーマンスセンター、

国際放送センター（IBC）/OBSスタジオ、資機材倉庫、所属組織社屋など（必要な防疫措置が取
られている場合に限る）など

＜PRS＞
●競技会場、練習会場、選⼿村（指定された取材エリアに限る）、ハイパフォーマンスセンター、

メインプレスセンター（MPC）、所属組織社屋、東京都メディアセンターなど（必要な防疫措置
が取られている場合に限る）など

Ⅲ．⼤会関係者の取扱いについて
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★⽤務先（つづき）
＜⼤会スタッフ＞
●競技会場、練習会場、選⼿村、IBC/MPC、⼤会運営⽤倉庫、ユニフォームアクレディテーション

センター（UAC）、オペレーションセンター（晴海）など

★宿泊
●ホテルは組織委員会管理ホテルなどに最⼤限集約した上で、外出制限の遵守や防疫措置の担保等

を⾏うことが必要。
●独⾃で⼿配したホテルにおいては、外出制限の遵守確認や防疫措置の実効的な担保⼿段を講じて

いることについて、組織委員会と関係⾃治体との事前調整を経た場合のみ、本邦活動計画書の提
出の際、宿泊施設として認める。

★移動
●⼊国後14⽇間は公共交通機関を原則として使⽤せず、貸切の移動⼿段で移動するものとする。そ

の際、移動⼿段は組織委員会提供⾞両のほか、⾃⼰⼿配⾞両においては必要な防疫対策が措置さ
れた⾞両とする。

●地⽅会場への移動など、やむを得ない場合に限り、航空機・新幹線の利⽤を認める。ただし、機
内において⼀定の区画を確保する、新幹線の１両を貸切る等、⼀般乗客との離隔を確保する。
「アスリート・⼤会関係者の出⼊国に係る措置の在り⽅について」の項を参照。

★管理体制
●組織委員会などの受⼊責任者の責任の下、⼀義的な⾏動管理は各所属組織のCLOが実施する。

CLOは、所属メンバーに関し、⾏動計画の作成、⾏動管理及び健康管理（必要な検査の受検の促
進、ICONなどによる健康モニタリング、健康異常のある者の把握と受診勧奨など）の徹底を⾏う。
また組織委員会や⽇本側当局との連絡調整を⾏う。

●組織委員会の各部署でCLOによる管理状況を報告、監督。

★取材エリア等における対応（メディア）
●取材はあらかじめ認められた場所に限定し、必要な防疫対策を取ることを前提とする。

【アスリート取材時】
●メディアとアスリートとの接触については、２ｍのフィジカル・ディスタンスを保ち、メディア

とアスリートの濃厚接触を避ける運営⽅法を全会場にて実施する。
●放送局に関してはミックスゾーンを、プレスに関しては会場へのアクセスそのものを予約制とし、

密集状態の発⽣を避ける。
● IBCや各種TVスタジオ等へアスリートを招いてインタビューを⾏うことについては、アスリート
の安全の確保の観点から、取材時はアスリートについて別動線を確保する等の対策を講じる。

●選⼿村での選⼿への取材を、新たに設置するビレッジ・ミックスゾーンに限定する。

【競技会場メディアセンター等のメディアの業務施設】
●メディア間の密集による感染リスクを防ぐため、プレスの競技会場へのアクセスそのものを事前
予約制とし、⼈数制限により密集状態の発⽣を避ける。

★都市ボランティア
●主要駅や競技会場周辺において観客案内等を⾏うボランティア

※都では、⽇本国籍⼜は⽇本に居住する資格を有することを参加条件としている。
●都市ボランティア向けに作成した感染予防マニュアルに基づき、安全安⼼な活動環境を確保

・マスク・消毒液の配布、オンライン研修の活⽤、配慮を必要とする参加者への対応
・ボランティアは、活動前後（各14⽇間）の検温と体調確認、接触確認アプリの活⽤等を実施

CLO：コロナ対策責任者（COVID‐19 Liaison Officer）
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ラストマイル

7

観客席

【入場口】
セキュリティチェック

観客利用想定駅 等

入場前 待機列

退
場
口

トイレ

２．競技会場への観客動線（概念図）

競技会場
チケットチェック

オフィシャル
ショップ

観客の動き

競技会場︓全43会場
収容⼈数/会場︓約3千⼈〜約7万2千⼈
⼤会期間︓オリンピック:2021年7⽉23⽇〜8⽉8⽇ パラリンピック:8⽉24⽇〜9⽉5⽇
競技・種⽬数︓オリンピック:33競技339種⽬ パラリンピック:22競技539種⽬

１．競技会場の概要

飲食売店

Ⅳ．観客に関する対策について

検温
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３．具体的な対策

観客向けガイドライン（仮称）を定めて、会場来場前から周知を徹底
【ガイドラインの主な内容】
・常時マスク着⽤、咳エチケットや⼿洗い・⼿指消毒の徹底、３密回避等実践
・騒ぐ・⼤声で会話する・⼤声や声（指笛等）を発するような応援等の⾶沫感染リスクを
⾼める⾏為を禁⽌
・観戦２週間前からの体温・体調チェックや、体調が悪い場合の来場⾃粛 等
※再三の注意にも関わらず聞き⼊れられない場合は、⼊場拒否・退場措置も含め対応
（ガイドラインなどにおいて明記）

※熱中症対策など暑熱対策との両⽴を引き続き検討

【事前周知の主な⽅法】
・HP、SNS、メール等のデジタルツールとともに、新聞広告等の媒体も活⽤ 等

観客向けガイドラインの策定・周知

【検温の実施】
・⼊場時に、サーモグラフィ⼜は⾮接触型体温計を使⽤して検温を⾏い、その際の
体温が37.5℃以上の⽅には、⾮接触型体温計等を使⽤して再度検温を⾏う。

・再度の検温においても37.5℃以上の場合、⼊場をお断りする。

【⾶沫感染防⽌策】
・⼊場⼝、飲⾷売店、オフィシャルショップ、トイレ等混雑する箇所においてこまめな
換気を⾏うとともに、必要に応じてアクリル板等を設置

・混雑が想定される場所では、⾜元サインの設置、スタッフによる待機列の誘導・整理
等、観客がフィジカル・ディスタンスを確保できる運営を実施

・現場でのスタッフの呼びかけや、⼤型ビジョン・場内アナウンス・サイン等によるガ
イドラインの周知徹底（再三の注意にも関わらず聞き⼊れられない場合は、⼊場拒
否・退場措置も含め対応） 等

主催者としての基本的な感染防⽌策の徹底

屋内・屋外など各競技会場の特性に応じ以下の対策を実施
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【接触感染防⽌策】
・⼿指消毒剤を各所に設置
・⼿すりやドアノブ、エレベーターのボタン等、接触が多い箇所の消毒 等

【混雑緩和策】
・会場内や会場⼊退場⼝付近における混雑箇所での注意喚起や⽬視での混雑確認に

加え、混雑状況を検知するシステムを導⼊ 等

【その他】
・感染防⽌の観点から、観客⽤の⼀般的な医務室とは別に、感染が疑われる患者への
対応が可能な部屋を設ける。

※熱中症対策など暑熱対策との両⽴を引き続き検討

・観客利⽤想定駅から競技会場までの歩⾏ルートであるラストマイルについて、
観客と地域双⽅の安全・安⼼の観点から、観客のルール・マナーの作成・周知や、
感染防⽌のための環境整備などの対策を実施

・都に設置する都市オペレーションセンターを中⼼に、都内ラストマイルにおける
事態対応の調整を⾏うとともに、都内における感染症等の状況をはじめとした
都⺠の安全にかかる情報連携を⾏い、⼤会の安全と地域の安全の両⽴を図る。

ラストマイルにおける感染症対策について
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Ⅴ．保健衛⽣・医療体制について

１．組織委員会感染症対策センター、東京2020⼤会保健衛⽣⽀援東京拠点の構築

〇 徹底した⽔際対策や、移動ルール、アスリート等を閉じたエリアで管理するための感染防⽌
策、⾏動ルール等の対策を⾏った上でもアスリート等に感染者・疑い例が発⽣した場合の対応
の仕組みとして、組織委員会感染症対策センター、東京2020⼤会保健衛⽣⽀援東京拠点を構築
し、組織委員会と東京都が連携して対応を⾏う。

〇 組織委員会感染症対策センター及び東京2020⼤会保健衛⽣⽀援東京拠点は、７⽉の本格稼働
に向けて６⽉より開設。

〇 今後のテストイベントを通じて試⾏を⾏い、運⽤の在り⽅のテストを実施し、⼤会時の対応
に反映。

組織委員会

ノウハウの提供・相談対応 連絡調整

選⼿村

東京2020⼤会保健衛⽣⽀援東京拠点

総合診療所・発熱外来・検査ラボ

アスリート等・NOC/NPC⼤会指定病院等
宿泊療養施設

感染症対策センター

積極的
疫学調査等⼊院・療養

中央区保健所関係⾃治体等

受診・検査

健康観察
⾏動履歴把握

受診結果・⾏動履歴等の共有

陽性者
発⽣時届出

都内保健所

＜参考＞⼤会時の連携イメージ

連携

1) 選⼿村総合診療所発熱外来等の設置
発熱等の感染症症状の診察を⾏う選⼿村総合診療所発熱外来、及び迅速に検査を⾏うブランチ

ラボを７⽉に設置予定。⼤会時は24時間運営を⾏う。
2) ⼊院先医療機関の確保

アスリート等への医療提供を⾏う⼤会指定病院※については、都内及び都外それぞれで確保する
⽅向で調整中。⼤会指定病院では、アスリート等以外の⼤会関係者も対応。

⼤会期間中の受⼊れに関して、組織委員会が協⼒⾦を⽀払う予定。
※⼤会指定病院︓東京2020⼤会期間中に⼊院が必要なアスリート等や⼤会関係者等を受け⼊れる後⽅病院。組織委員会と予め

協定を締結する。

２．発熱外来等の設置、⼊院先医療機関の確保
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アスリート等について、軽症・無症状の場合の宿泊療養先及び搬送⼿段を確保する。

１）宿泊療養先の確保
①選⼿等の特性に応じた⾷事、⾔語等の対応を⾏う。
②療養中の健康状態確認は、チームドクター等の協⼒を得て⾏う。
③その他の運⽤は下記のとおりとする。

・施設内はゾーニングを⾏い、⽴⼊りエリアは厳格にする
・医師⼜は看護師による健康状態確認を⾏い、容体が悪化した場合は速やかに医療機関に搬送する
・24時間対応できる体制を整備する
・⼗分な警備スタッフを配置するなどセキュリティ対策を万全にする など

２）搬送⼿段の確保
①陰圧の⼤会関係⾞両及び運転⼿を確保する。
②24時間対応できる体制とする。

アスリート等以外の⼤会関係者についても、地域の療養体制に影響を与えないよう、宿泊療養先を
確保する⽅向で準備中。

３．軽症・無症状の場合の宿泊療養先及び搬送⼿段の確保

４．地域の保健医療体制との両⽴

円滑な⼤会運営と⼤会中の地域の保健医療体制の両⽴に資するよう、競技会場やホストタウン、
事前キャンプ地のある⾃治体と、東京2020⼤会保健衛⽣⽀援東京拠点、組織委員会感染症対策セン
ターが連携し、選⼿村のノウハウ等を共有・提供する。

５．医療スタッフの確保

医療スタッフの確保に当たっては、ワクチン接種体制も含め、地域医療体制の確保に⽀障を⽣じさ
せないように留意しつつ、国内競技団体をはじめ、⼤会協⼒病院（⼤学病院等）、関係団体等に対し、
調整しながら確保を進めている。確保に際しては、活動時間の弾⼒化などスタッフが参加しやすい条
件を整備するとともに、医療スタッフの参画に協⼒いただく医療機関等に対し、組織委員会が協⼒⾦
を⽀払う予定。

現在、選⼿⽤医療に対応する医療スタッフについて競技団体等から確保を進めている。観客⽤医療
に対応する医療スタッフについても今後確保に向けた最終調整を実施。
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○ホストタウンは、⽇本の⾃治体と、東京⼤会に参加する国・地域の住⺠等が、スポーツ、⽂化、経
済など多様な分野において交流し、地域活性化に活かすとともに、⼤会後のレガシーとして末永い
交流を実現させるもの（登録数456件、⾃治体数528、相⼿国・地域数184（4⽉27⽇現在））。

〇全国のホストタウンでは直接の交流ができない中でも、SNS等を通じて相⼿国・地域の選⼿団等と
お互いを励まし合うといった交流が⾏われており、オンライン交流も活発に⾏われている。また、
アスリートを応援しようと相⼿国・地域の⾔語、⽂化、料理、国歌などを学び、東京⼤会でのアス
リートの受⼊れの準備が進められている。

〇東京⼤会の開催に向けては、アスリート等の受⼊れを⾏うホストタウンが新型コロナウイルス感染
症対策を⾏うことが求められるが、⼀⽅で、コロナ禍においてもアスリート等と住⺠の交流が⼗分
⾏えるようにしていくことが重要である。

〇アスリート等に安⼼してホストタウンを訪問してもらい、住⺠にも安⼼してアスリート等を迎えて
もらうため、アスリート等の受⼊れを実施するホストタウンは、感染防⽌対策をまとめた「受⼊れ
マニュアル」を作成する。

〇事前キャンプのみを⾏う⾃治体においても、感染症対策の実施が必要であるため、ホストタウンと
同様に「受⼊れマニュアル」の作成を求める。

○国は「受⼊れマニュアル作成の⼿引き」を作成し、ホストタウン等の⾃治体によるマニュアル作成
を⽀援する。
※国内の⼤学・企業等で事前キャンプを実施する場合等においても、受⼊団体が同様にマニュアル

を作成して感染防⽌対策を実施することを求める。
※⽇本⼈アスリートの事前キャンプについても、⼿引きを参照して、同様の感染症対策を講ずる。

○「⼿引き」では、アスリート等の⼊国からの経過期間や、⼤会前・⼤会後の違いにより、求められ
る対応が異なることが想定されることから、必要に応じて区分して対策を提⽰する。具体の内容は、
次ページ以降のとおり。（変異株の発⽣等を踏まえ、今回、⼀部を改訂）

○ホストタウン等及び相⼿国・地域の間で、マニュアルの遵守について予め合意書を取り交わす。
○各国NOC/NPCは、ホストタウン・事前キャンプ地を含む国内⾏程を組織委員会に登録する。
○組織委員会に登録されたアスリート等の国内⾏程や、⾃治体のマニュアル作成などの準備状況、相

⼿国・地域との合意状況等について、国、組織委員会、ホストタウン等⾃治体、都道府県、IOC/IPC、
NOC/NPC等で情報を共有する。

Ⅵ．ホストタウン・事前キャンプ地における対応について
１．基本的考え⽅

２．具体的な対応
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